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 市議会議員 活動報告 
2017 年 1 月 15 日 

第 633 号

電話 0748-86-2985 Fax0748-86-0415   yama729@maia.eonet.ne.jp http://www.facebook.com/mituhiro.yamaoka 

このニュースは、毎週発行しています。fb でもご覧いただけます。また毎週金曜日早朝、甲南・寺庄・甲賀の各駅をまわって配布しています。 

   ●…６日(金)は、早朝寺庄駅で宣伝、●…7 日(土)は、10 時からファーム十二防新年総会、午後から

生活相談、議員団会議の準備等実務●…8 日(日)は、8 時から消防出初式・一斉放水、13 時から成人式会場前で宣伝、成人式式典、

水口で新年挨拶、15 時半から街頭宣伝。●…9 日(月)は、11 時半から森尻どんど焼き、14 時から土山で議会報告会、19 時から草津

の事務所で宿直。●…10 日(火)は、10 時から湖南地区議員団会議、14 時から草津で会議、19 時から大津で会議。●…11 日(水)は、

休暇。●…12 日(木)は、ニュース作成、午後から草津で実務。 

 

安
倍
政
権
か
ら
高
齢
者
に
ト
ン
デ
モ
ナ
イ
「
お
年
玉
」
で
す
。
今
年
計
画
さ
れ
て
い

る
医
療
と
介
護
の
制
度
見
直
し
は
高
齢
者
を
狙
い
撃
ち
に
し
た
負
担
増
の
連
続
で
す
。

年
金
引
き
下
げ
の
中
で
の
負
担
増
は
深
刻
な
打
撃
を
う
け
る
こ
と
は
必
至
で
す
。
４
月

か
ら
は
早
速
７
５
歳
以
上
高
齢
者
の
保
険
料
特
例
軽
減
が
縮
小
、
８
月
か
ら
は
７０
歳

以
上
高
齢
者
の
医
療
費
負
担
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
（
左
表
参
照
）
。 

 

厚
生
労
働
省
は
、
高
齢
者

が
長
期
入
院
す
る
「
療
養
病

床
」
の
う
ち
約
１４
万
床
を
廃

止
し
、
患
者
を
安
上
が
り
の

介
護
施
設
か
在
宅
に
追
い
や

ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
廃
止

対
象
は
、「
介
護
型
」
約
6.1
万

床
と
軽
患
者
む
け
の
「
医
療

型
」
約
7.6
万
床
で
す
。
こ
れ

ら
は
、
医
療
的
ケ
ア
が
必
要

な
高
齢
者
の
重
要
な
受
け
皿

に
な
っ
て
い
ま
す
。
廃
止
時

期
は
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
具
体
化
の
動
き
が
強
ま

り
そ
う
で
す
。 

 新年度予算案などを審議する３月定例市議

会は、２月１６日開会、会期は３月２４日ま

での予定です。 
 請願や意見書等の締め切りは、２月９日正

午まで。一般質問の締め切りは、２月１３日

の正午まで。 
 ２月２７日に各会派の代表質問、２８日に

議案質疑、３月１日から４日間は一般質問、

さらに７日から４日間は予算特別委員会、そ

の後各常任委員会が開かれ、３月２４日の本

会議で採決が行われます。各常任委員会はこ

れまで同日同時刻から一斉開催でしたが、そ

れぞれの常任委員会の審議を傍聴できるよう

に、それぞれ別の日時に開催することになり

ました。本会議はインターネットやあいコム

こうかでの視聴できます。ネットでの録画視

聴も可能です。 

 

犯
罪
の
計
画
段
階

で
処
罰
を
可
能
と
す

る
、
い
わ
ゆ
る
「
共

謀
罪
」
を
創
設
す
る

た
め
、「
組
織
犯
罪
処

罰
法
改
正
案
」
を
１

月
２
０
日
か
ら
始
ま

る
通
常
国
会
に
提
出

さ
れ
る
動
き
が
強
ま

っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
は
、
二
人
以

上
の
人
が
犯
罪
を
行

う
こ
と
を
相
談
・
計

画
す
れ
ば
、
犯
罪
の

実
行
に
至
ら
な
く
て

も
処
罰
の
対
象
と
す

る
こ
と
。
政
府
は
過

去
三
回
に
わ
た
っ
て

国
会
に
法
案
を
提
出

し
ま
し
た
が
、
国
民

各
層
の
反
対
が

強

く
、
い
ず
れ
も
廃
案

と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
法
案
の
名
称

を
「
テ
ロ
等
組
織
犯

罪
準
備
罪
」
な
ど
と

名
称
を
変
え
て
い
ま

す
が
、
国
民
の
人
権

侵
害
に
つ
な
が
る
こ

と
は
な
り
か
ね
ま
せ

ん
。
安
倍
首
相
は
「
成

立
な
し
で
東
京
五
輪

は
開
け
な
い
」
と
い

っ
て
い
ま
す
が
、
招

致
す
る
際
に
は
治
安

を
強
調
し
て
い
た
わ

け
で
、
東
京
五
輪
は

口
実
に
過
ぎ
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
す
。 

 


